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足利市水処理センター脱硫塔更新工事 

 

特 記 仕 様 書 

１. 使用目的 

本装置は、消化ガス中に含まれる硫化水素を除去するためのものである。 

 

２. 仕様 

項  目 仕  様 備  考 

(1) 形 式 間欠式乾式脱硫装置 1塔式 

(2) 処 理 ガ ス 量 125㎥/h (40℃)  

(3) 
脱 硫 剤 量 

（ 充 填 量 ） 
5㎥ 

メーカー：㈱伊吹正 

型式：二オノン 202A 

(4) 脱硫剤有効期間 約 90日  

(5) 数  量 １基  

 

３．特記事項 

３－１．構造概要 

本装置は、脱硫剤充填チャンバ、脱硫剤投入口、取出口等よりなり、消化ガスと成形脱硫

剤の接触により消化ガス中の硫化水素を除去するものである。 

 

３－２．製作条件 

(1) 本装置は、消化タンクから発生する消化ガス（平均的ガス成分、メタン 60～65％、二

酸化炭素 33～35％、水素 0～2％、窒素 0～6％、硫化水素 0.02～0.08％）と脱硫剤を接触

させ、消化ガス中の硫化水素を効率よく除去するもので、塔内の圧力損失を極力少なくす

る構造とすること。 

(2) 本装置は、処理前の消化ガスの硫化水素濃度が 800ppm において、処理後の硫化水素

濃度が 10ppm 以下となる除去率を有すること。なお、100ppm 以下においては 90％以上の

除去率であること。 

(3) 本装置の脱硫剤充填部容積は、処理ガスの接触時間が 2 分以上となる空容積を有し、

かつ発生ガス量の全量を 90日間程度連続脱硫できる量の脱硫剤を充填すること。 

(4) 脱硫器内におけるガスの圧力損失は 0.49kPa以下とすること。 

(5) 可燃性の消化ガスを取り扱う装置であるので、安全性、作業性等についても十分な考

慮をすること。 

(6) 消化ガスは、腐食性の強いガスであるため、耐食性に留意するとともに、耐候性、耐

震性についても考慮した構造のものとする。なお耐酸性、耐アルカリ性についても考慮す

ること。 



３－３．各部の構造 

(1) 本装置は、脱硫器 1塔よりなり、単独運転にて消化ガス全量を処理するものとする。 

(2) 本体は、下部と上部にガス室を有し、中間に脱硫剤の充填チャンバを有する構造とす

る。 

(3) 脱硫剤の受皿は脱硫剤が脱硫、加湿により質量が増加するので、完全加湿された状態

における質量に対し十分強度を有するとともに、ガスの通過孔は脱硫剤が落下することな

く、ガスが塔内を均一に通過するよう孔の径を定めるものとする。 

(4) 脱硫剤は、上部と塔側壁部に設けたマンホールにより入れ替えるものとする。側壁マ

ンホールは、脱硫剤の受皿近くに設け、残剤のないよう作業性も考慮の上選定するものと

する。 

(5) 脱硫剤の投入口は、フレコンバックから脱硫剤を直接塔内に入れることができるよう、

大きさを考慮すること。 

(6) 脱硫剤の取り出しに当たって便なるように、取出し口にシュートを設けるものとする。

シュートは固定方式、脱着方式のいずれでもよいものとする。 

(7) 本体上部に加湿用の注水口、下部にはドレン管を設け、脱硫剤の取り出し時に加湿用

水を排水するものとする。ドレン管は U 字管とし底部に集まる結露水を自動的に排除する

ものとする。シール水深はガス圧の 1.5倍以上とする。 

(8) ガス配管は、直列、並列いずれも使用可能な配管とするものとする。 

(9) ガス採取口（弁とも）をガスの出入口管 2箇所に設ける。 

(10) 本設備には、点検歩廊、手すり及び昇降用階段、脱硫剤投入装置を設けるものとす

る。また本装置には、手動チェーンブロックを付属するものとする。 

 

３－４．使用材料 

(1) 本体 SS400（主要部 6mm以上） 

(2) 機器周りガス用仕切弁 FC200/SUS 

(3) ボルト・ナット SUS 

(4) 階段・手すり・点検架台類 SS400＋SGP 

 

３－５．試験・検査 

一般事項については、機械設備工事一般仕様書に準拠するほか、現場にて脱硫剤の投入前

に圧力 4.5kPa にて気密漏洩試験を行うものとする。 

 

３－６．据付け 

一般事項については、機械設備工事一般仕様書に準拠する。ただし本体については搬入据

付け時に現場において溶接、切断を行ってはならない。 

 



３－７．塗装 

一般事項については、機械設備工事一般仕様書に準拠するほか、次の点に留意すること。 

(1) 塔側壁に火気厳禁の表示を記入するものとする。 

(2) 接ガス部は 1種ケレン後、エポキシ樹脂塗装を行うものとする。 

 

３－８．標準付属品 

(1) ガス配管用元弁 １式 

(2) 脱硫剤（メーカー：㈱伊吹正、型式：二オノン 202A）1式 

(3) ガスフィルタ 1式 

(4) アンカーボルト・ナット １式 

(5) 吊上げ用チェーンブロック（手動・トロリー付き・１ｔ） １式 

(6) 吊り上げ用架台 1式 

 

（複合工） 

・鋼製加工品 

番号 名称 設置場所 主寸法 材質 数量 備考 

1 配管サポ

ート 

屋外 図示 SS400 

＋ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ

塗装 

1  

 

・配管 

番号 名称 材質 口径 施工範囲 備考 

1 消化ガス管 SUS304-TP 200A 既設取合点

～ 

脱硫装置～

既設取合点 

塗装有 

(屋外) 

2 洗浄水管 SUS304 40A 既設取合点

～脱硫装置 

 

3 ドレン水管 SUS304 50A 脱硫装置～

既設取合点 

 

 

4.施工条件等 

１） 作業手順については、事前に市監督員と協議の上決定すること。 

２） 本機は、常用の設備であるので運転不能期間を極力短くするよう配慮し、その期

間の設定については、事前に市監督員と協議の上決定すること。 

３） 施工中において工程毎に市監督員の確認を受けること。 



４） 請負者は、施工にあたり労働安全衛生規則等の関係法令を厳守し適切な安全対策

を行うものとし、さらに機器の損傷等起こさないよう常に最善を尽くすこと。 

５） 既設設備の不具合が発見された場合は速やかに報告し、その処置について協議す

ること。 

６） 工事用電力（電灯）及び用水は市より無償支給とする。 

７） 以上の事項に定めるほか必要事項については、その都度市監督員と協議の上決定 

すること。 

 

5.現場代理人の専任関係 

足利市が発注する工事で、次の要件を満たす場合は、現場代理人の兼任を認めること

とする。 

 

 （１）兼任を認める件数    兼任できる工事は３件までとします。  

（２）兼任を認める条件    次のいずれも満たしていること     

① 足利市又は栃木県若しくは国（以下「他機関」という。）が発注した建設工事で、 

いずれも工事個所が足利市内であり、他機関発注工事の場合は、その工事の特記仕 

様書又は施工条件等に兼務が可能である旨明記されていること 

② 兼任を認める工事であること     

③ 兼任する工事の請負金額が 4,500万円（建築一式工事の場合 9,000万円）以上 

の場合においては、現場代理人が現場に不在となる間には、現場の運営・取締りを 

行うことができる者（以下「連絡員」という）を選任し常駐させること（ただし、 

足利市水処理センター内の他の工事との兼任については一つの現場とみなし連絡員 

を選任しないこともできる） 

④ 必ずいずれかの工事現場に常駐すること 

   ⑤ 監督員及び常駐していない工事現場作業員（連絡員を配置している場合は連絡 

員） と常に携帯電話等で連絡を取れること  

⑥ 監督員が求めた場合は、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと 

⑦ 兼任しようとする現場代理人が、兼任しようとする工事以外の主任技術者又は 

監理 技術者になっていないこと 

 

6.工事実績情報の登録 

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金が 500 万円以上の工事について、

工事実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報

として「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の確認を受けた上、次に示す

期間内に登録機関へ登録申請を行う。 

（１）工事受注時         契約締結後 10日以内 



（２）登録内容の変更時   変更契約締結後 10日以内 

（３）工事完成時        工事完成後 10日以内 

なお、変更登録は、工期、技術者等に変更が生じた場合に行う。 

また、（財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際

には、その写しを直ちに監督職員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時

の間が 10日に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。 

 

７．法定外の労災保険の付保 

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 

 

８．電子納品 

『栃木県電子納品運用に関するガイドライン（第 10版）』に準拠すること。 

 

９．情報共有システム 

本工事は「足利市情報共有システム実施要領（営繕工事）」に基づく対象工事である。 

1 実施にあたっては「足利市情報共有システム実施要領（営繕工事）」に基づき実施

するものとする。 

2 情報共有システムで対象とする工事帳票は、工事着手前に受発注間の協議により

決定する。 

3 情報共有システムについて、事前に監督員と協議を行い、実施することが困難と

認めた場合などは、実施しないこともできるものとする。 

 

10. 週休 2日制工事 

   本工事は、「足利市営繕工事における週休 2 日制工事実施要領」に定める発注者が

週休 2日に取り組むことを指定する工事である。(発注者指定型) 

 

11.  その他 

   本特記仕様書に定めなき事項は足利市契約規則、国土交通省大臣官房官庁営繕部公

共建築改修工事標準仕様書を熟知して履行すること。 
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